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晩
秋
、
初
冬
、
歳
晩
と
、
こ
の
季
節

は
何
か
に
つ
け
て
人
間
生
活
の
あ
わ
た

慧
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
そ
の
申
に

は
．
気
候
か
ら
く
る
緊
張
感
や
、
瀟
条

た
る
風
物
に
反
映
す
る
一
沫
の
哀
愁
な

ど
．
ま
こ
と
に
物
思
わ
す
る
時
で
も
あ

り
、
心
を
ゆ
た
か
に
す
る
一
筋
の
白
道

で
も
あ
る
。
各
宗
門
の
行
事
も
そ
の
季

節
に
当
っ
て
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
十
夜

お
会
式
、
報
恩
講
等
々
．
続
い
て
縢

入
接
心
、
成
道
会
も
目
前
に
迫
っ
て
く

る
。
歳
晩
を
飾
る
生
活
扶
け
合
い
の
運

動
も
、
宗
教
者
の
つ
と
め
と
し
て
各
方

面
に
行
わ
れ
よ
う
。
お
互
に
今
年
一
年

の
仏
教
徒
と
し
て
の
業
績
を
省
み
な
が

ら
、
三
后
の
対
社
会
奉
仕
行
が
示
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。

　
全
日
仏
は
改
組
以
来
．
宗
門
に
、
地

区
に
、
組
織
の
強
化
拡
大
に
つ
と
め
着

々
と
そ
の
組
織
の
強
化
を
促
進
す
る
、

一
方
、
三
三
、
仏
婦
を
始
め
各
種
団
体

と
の
連
携
，
育
成
に
当
り
、
現
実
問
題

と
し
て
の
税
金
、
墓
地
問
題
に
は
夫
々

調
査
解
決
の
方
策
を
求
め
、
ま
た
一
般

問
題
と
し
て
仏
教
界
全
体
が
当
る
べ
き

原
水
爆
禁
止
や
平
和
問
題
．
更
に
内
面

的
に
一
密
接
な
関
連
を
も
つ
道
徳
」
教
育
へ

の
対
策
な
ど
．
そ
れ
み
＼
五
つ
の
専
門

委
員
会
を
結
成
し
て
教
徒
と
し
て
の
総

意
の
結
集
に
努
め
る
道
に
進
ん
で
い

る
。　
入
工
衛
星
な
ど
一
連
の
科
学
の
急
進

歳
晩
に
仏
敏
界
が

進
む
べ
き
道
を
念
う
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展
に
応
じ
て
、
…
教
理
上
よ
く
対
処
し
得

る
仏
教
こ
そ
は
、
新
生
面
を
打
ち
立
て

Σ
一
層
の
飛
躍
を
計
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
　
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
全
日
仏

と
し
て
の
新
方
針
の
打
開
も
当
然
な
が

ら
、
全
教
徒
．
宗
門
夫
々
の
自
覚
も
切

実
に
望
ま
れ
る
。

　
国
際
仏
教
の
面
に
つ
い
て
は
、
ラ
オ

ス
の
仏
紀
二
千
五
百
年
式
典
に
出
席
し

た
石
川
国
際
局
長
と
大
西
代
議
士
に
よ

っ
て
明
年
秋
の
タ
イ
で
の
世
界
大
会
を

含
め
て
、
今
后
の
ア
ジ
ア
仏
教
対
策
が

考
え
ら
れ
よ
う
し
．
更
に
最
も
緊
要
な

事
項
と
し
て
．
仏
教
の
欧
米
進
出
の
方

策
も
講
じ
ら
れ
よ
う
。

　
歳
晩
を
前
に
．
全
日
仏
は
、
こ
れ
ら

の
諸
方
針
を
傘
下
全
仏
教
界
の
協
力
の

も
と
に
大
い
に
推
進
し
て
そ
の
結
実
を

得
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
仏
教
界
全
体
の
よ
り
良
き
理
解
と
大

同
団
結
が
今
日
ほ
ど
切
望
さ
れ
る
時
は

な
い
だ
ろ
う
。

原
水
爆
禁
止
ア
ピ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
各
国
に
反
響

　
全
日
仏
で
は
去
る
九
月
の
奈
良
大
会

決
議
に
も
と
づ
き
、
　
「
全
世
界
仏
教
徒

へ
の
ア
ピ
ー
ル
」
を
各
国
W
F
B
セ
ン

タ
ー
及
び
仏
教
団
体
へ
送
り
原
水
爆
実

験
反
対
運
動
へ
の
協
力
を
要
請
し
た

が
、
早
く
も
ネ
パ
ー
ル
、
ペ
ナ
ン
、
申
　
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
今
期
に
大
き
な

国
仏
教
協
会
等
よ
り
協
力
を
誓
う
手
紙
　
　
期
待
が
も
た
れ
て
い
る
。
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再
発
足
に
伴
う
諸
問
題
中
心
に

全
国
理
事
会
評
議
員
会
開
か
る

　
財
団
法
人
設
立
以
来
矛
二
回
目
の
全

国
評
議
員
会
、
理
事
会
が
去
る
十
月
二

十
九
日
（
火
）
午
後
二
時
よ
り
四
時
半

ま
で
京
都
東
本
願
寺
宮
御
殿
に
於
て
総

員
八
十
数
名
（
内
委
任
状
五
十
四
）
で

真
劒
な
討
議
が
行
わ
れ
た
。
先
ず
評
議

員
会
を
開
く
べ
く
議
長
席
は
協
議
の
結

果
曹
洞
宗
の
西
沢
総
長
之
に
つ
き
評
議

員
会
の
開
会
を
宣
言
し
議
事
に
入
っ
た

爾
評
議
員
会
の
議
事
進
行
途
中
に
一
旦

休
憩
を
書
し
理
事
会
を
開
き
更
に
評
議

員
会
を
再
開
し
て
理
事
会
に
於
て
協
議

決
定
し
た
事
項
の
報
告
を
行
い
正
式
に

諒
承
を
求
め
た
。
会
議
孫
々
活
溌
で
開

申
再
度
に
亘
っ
て
休
憩
を
行
う
な
ど
全

日
仏
再
発
足
に
ふ
さ
わ
し
い
緊
張
裡
に

午
後
四
時
半
会
を
閉
じ
た
。
当
日
協
議

決
定
さ
れ
た
事
項
は
左
の
通
り
で
あ
る

　
こ
の
理
事
会
、
評
議
員
会
で
再
発
足

の
全
日
仏
の
当
面
す
る
諸
問
題
も
一
応

解
決
の
メ
ド
が
つ
き
明
日
へ
の
期
待
が

も
た
れ
る
に
至
っ
た
。
然
し
乍
ら
全
日

仏
構
成
の
複
雑
さ
か
ら
来
る
紛
争
も
尚

起
り
得
る
可
能
性
が
あ
り
，
再
発
足
の

ね
ら
い
で
あ
る
常
務
理
事
会
の
充
実
と

活
躍
に
更
に
咽
層
の
期
待
が
か
け
ら
れ

る
様
に
な
っ
た
。
同
時
に
事
務
処
理
に

一
層
の
迅
速
と
誠
実
さ
も
併
せ
て
望
む

声
が
強
ま
っ
て
来
た
。

　
　
　
記

一
、
昭
和
三
十
二
年
度
全
日
仏
の
予
算

に
関
す
る
件
（
財
団
発
足
（
九
月
）
よ

り
明
年
三
月
ま
で
）

『
関
西
事
務
局
設
置
に
関
す
る
件

　
本
会
寄
附
行
為
矛
三
条
に
基
き
．
関

西
事
務
局
を
設
置
す
る
こ
と
を
可
決
、

設
置
に
つ
い
て
は
関
西
側
に
一
任
す
る

京
都
東
本
願
寺
で

こ
と
を
決
定
。
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三
、
顧
問
及
び
参
与
推
薦
に
関
す
る
件

　
本
会
寄
附
行
為
オ
三
十
条
に
基
き
、

顧
問
及
参
与
を
お
く
こ
と
を
可
決
、
顧

問
は
本
会
々
長
又
は
副
会
長
を
し
た
方

を
推
薦
す
る
ρ
ム
少
与
は
国
会
議
員
で
僧

籍
に
あ
る
も
の
を
推
薦
す
る
こ
と
x

し
、
之
に
つ
い
て
は
爾
検
討
と
研
究
の

上
、
決
定
は
次
の
常
務
理
事
会
に
一
任

す
る
こ
と
を
決
定

四
，
専
門
委
員
会
設
置
に
関
す
る
件

　
本
会
寄
附
行
為
オ
三
十
一
条
に
基

き
、
総
務
．
国
際
、
組
織
、
教
化
教

学
．
社
会
平
和
の
五
委
員
会
を
設
置
す

る
こ
と
尚
墓
地
問
題
、
農
地
補
償
問
題

に
関
す
る
特
別
委
員
会
を
設
け
る
こ
と

x
し
、
夫
々
の
委
員
選
定
に
つ
い
て
は

常
務
理
事
会
に
於
て
決
定
す
る
こ
と
を

承
認
可
決

五
、
日
本
に
お
け
る
プ
ツ
ダ
ジ
ヤ
ヤ
ソ

テ
イ
開
催
に
関
す
る
件

　
本
件
は
総
々
対
政
府
問
題
も
あ
る
の

で
今
後
筒
研
究
調
査
を
進
め
て
い
く
こ

と
エ
し
、
今
の
ま
ま
開
催
と
云
う
事
は

暫
く
決
定
を
保
留
さ
れ
た
。

六
、
関
西
方
面
か
ら
の
常
務
理
事
増
員

選
出
に
関
す
る
件

　
理
事
長
よ
り
本
件
は
常
務
理
事
会
を

経
て
次
期
理
事
会
に
お
い
て
処
理
し
た

い
と
の
承
認
を
求
め
一
同
異
議
な
く
之

を
承
認
可
決

七
，
理
事
増
員
に
関
す
る
件

理
事
長
よ
り
本
件
は
今
次
評
議
員
会
で

推
薦
を
受
く
べ
き
で
あ
る
が
種
々
の
事

情
か
ら
理
事
会
に
一
任
願
い
た
い
旨
報

告
あ
り
，
議
長
よ
り
之
を
は
か
っ
た
結

果
異
議
な
く
承
認
可
決
さ
れ
た
。

地
方
佛
教
運
動
の
強
化
を
！

”
関
東
甲
信
越
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
開
く
“

　
全
日
仏
地
方
組
織
強
化
の
一
方
策
と

し
て
．
か
ね
て
計
画
さ
れ
て
い
た
関
東

甲
信
越
府
県
仏
教
会
幹
部
会
同
は
栃
木

県
仏
の
あ
っ
せ
ん
に
よ
り
去
る
廿
一
日

栃
木
県
鬼
怒
川
で
開
か
れ
た
。
参
加
者

は
東
京
、
埼
玉
、
千
葉
．
群
馬
、
茨
城

、
長
野
，
栃
木
代
表
廿
者
と
全
日
仏
常

光
、
長
岡
常
務
．
栗
本
、
高
橋
、
別
所

局
部
長
列
席
の
も
と
、
埼
玉
県
仏
倉
持

会
長
を
議
長
に
栃
木
阿
部
事
務
局
長
司

会
の
も
と
菅
原
栃
木
県
仏
会
長
の
挨
拶

を
目
頭
に
和
気
あ
い
く
の
裡
に
熱
心

な
協
議
懇
談
が
行
わ
れ
た
。
本
部
側
の

提
案
と
し
て
は
左
記
三
項
に
付
夫
々
局

長
説
明
の
上
唇
代
表
の
意
見
を
聴
き
且

つ
地
方
仏
教
運
動
者
の
真
剣
な
声
を
充

分
交
換
し
て
今
後
の
参
考
に
し
翌
廿
二

日
午
前
中
も
引
続
き
協
議
会
を
開
き
正

午
再
会
を
約
し
て
散
会
し
た
。
尚
明
年

度
は
東
京
仏
教
団
が
幹
事
役
と
な
っ
て

東
京
で
開
く
事
を
決
議
し
た
。

　
　
提
案
事
項

1
、
地
方
仏
教
会
の
現
状
と
そ
の
組
織

強
化
を
如
何
に
促
進
し
た
ら
よ
い
か
。

2
、
府
県
仏
教
会
の
当
面
と
り
上
ぐ
べ

き
運
動
目
標
と
具
体
的
展
開
方
策
を
ど

う
し
た
ら
よ
い
か
。

3
．
再
発
足
の
全
日
仏
に
何
を
期
待

し
．
何
を
望
む
か
。

こ
の
結
果
「
歳
末
た
す
け
合
い
運
動
」

墓
地
問
題
、
地
方
仏
教
徒
会
議
等
々
真

に
夫
々
の
府
県
で
力
強
く
展
開
さ
れ
る

事
に
な
る
。

ヲ鳴鳴漕
’　　　二端騨「一芯沿f一書∫　＝“v研　　　　　　　　　　π　　　二　　　　　　で　　一　　　　　　　　　　ヤ　、　　　　一’　、　　　　　　ダ叩艦



＝
　
！
　
「

（2）昭和32年1工月25日言週全：矛三種郵便物認可

盛
大
に
行
わ
れ
た

各
国
の
仏
紀
二
千
五
百
年
式
典

…
…
日
本
に
敢
て
も
開
催
の
機
運
…
…

　
．
全
日
仏
発
足
以
来
、
仏
教
徒
の
国
際
親
善
交
流
は
日
を
追
う
て
活
溌
化
し
、

世
界
仏
教
徒
連
盟
の
一
環
と
し
て
日
本
仏
教
徒
の
東
南
亜
各
国
に
対
す
る
足
跡

・
も
又
各
国
に
及
び
親
善
交
流
の
結
果
ビ
ル
マ
の
如
く
自
己
の
仏
教
を
そ
の
ま
瓦

日
本
国
内
に
移
植
せ
ん
と
す
る
運
動
等
も
興
っ
て
、
最
近
特
に
仏
教
を
通
じ
て

の
国
際
親
善
運
動
に
関
し
て
色
々
な
問
題
も
惹
起
さ
れ
て
き
た
。
殊
に
昨
年
の

南
方
仏
紀
二
千
五
百
年
記
念
行
事
の
展
開
と
共
に
我
が
仏
教
徒
は
そ
の
招
請
を

受
け
日
本
仏
教
代
表
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
僧
俗
は
延
数
百
に
及
び
、
代
表
帰
還

，
後
の
国
内
仏
教
に
与
え
た
影
響
も
亦
甚
大
な
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
只
前
記
の
如
く
国
際
交
流
漸
く
瀕
繁
と
な
る
に
つ
れ
之
に
伴
う
て
日
本
仏
教

徒
の
立
場
を
よ
り
明
確
に
す
る
事
の
必
要
性
が
各
方
面
か
ら
強
く
呼
ば
れ
る
に

至
っ
た
。
依
っ
て
今
回
は
今
迄
の
各
国
の
プ
ツ
ダ
ジ
ヤ
ヤ
ソ
テ
イ
の
模
様
を
略

．
述
し
併
せ
て
将
来
の
参
考
と
し
た
い
。

　
な
お
日
本
に
於
い
て
も
南
方
一
同
二
干
五
百
年
を
協
賛
し
て
国
内
的
な
催
が

あ
ら
ゆ
る
面
で
多
面
に
亘
っ
て
催
さ
れ
た
が
国
際
的
な
式
典
が
催
さ
れ
て
い
な

h
い
の
で
さ
き
の
東
大
寺
大
会
に
お
い
て
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
討
議
さ
れ
た

が
、
仏
教
界
が
原
動
力
と
な
っ
て
何
ら
か
の
形
で
来
秋
あ
た
り
開
催
さ
れ
る
の

・
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
て
い
る
。

　
セ
イ
ロ
ン
　
昭
和
三
十
一
年
五
月
十

八
日
当
時
の
全
日
仏
会
長
大
谷
光
照
御

夫
妻
は
セ
イ
ロ
・
ツ
政
府
の
招
請
に
よ
っ

て
全
日
本
の
仏
教
徒
の
代
表
と
し
て
渡

航
し
国
賓
待
遇
を
受
け
仏
門
二
干
五
百

年
の
各
種
祝
典
に
列
席
し
同
六
月
八
日

帰
国
し
た
刃
つ
い
で
八
月
に
は
三
笠
宮

殿
下
御
夫
妻
が
国
賓
と
し
て
同
政
府
の

招
請
を
受
け
約
一
ケ
月
滞
在
し
大
い
に

日
、
セ
親
善
の
実
を
あ
げ
た
の
で
あ

る
。
次
い
で
本
年
の
一
月
十
日
に
は
同

じ
く
同
政
府
の
国
賓
と
し
て
招
請
を
受

け
同
国
の
全
地
域
に
わ
た
っ
て
華
々
し

く
開
か
れ
長
井
真
琴
副
会
長
を
団
長
と

す
る
十
四
が
同
式
典
に
参
列
し
、
益
々

仏
教
に
よ
る
友
好
親
善
の
実
を
挙
げ

た
。

、
ビ
ル
マ
　
昭
和
廿
九
年
十
一
月
矛
三

遠パキスタンに於ける祝典会場

に集まる僧侶の群れ

回
世
界
仏
教
徒
会
議
が
ビ
ル
マ
国
ラ
ン

グ
ー
ン
市
に
於
て
開
催
さ
れ
朝
倉
暁
瑞

師
を
団
長
と
し
て
古
今
未
曽
の
六
十
入

津
の
代
表
が
海
、
空
路
よ
り
参
列
し

た
。
ま
た
釈
尊
正
法
会
な
ど
で
大
き
な

話
題
を
ま
い
た
ビ
ル
マ
へ
は
昨
年
の
五

月
二
十
日
に
チ
ヤ
ッ
タ
サ
ソ
ガ
ヤ
ー
ナ

の
仏
典
編
纂
結
集
の
記
念
祝
典
に
同
政

府
の
仏
教
会
か
ら
四
名
の
代
表
が
招
か

れ
、
全
日
仏
か
ら
、
長
井
副
会
長
、
中

山
国
際
局
長
（
当
時
）
、
岸
信
宏
現
下

（
知
恩
院
門
主
）
、
藤
吉
慈
海
師
（
京

大
）
の
四
代
表
が
派
遣
さ
れ
祝
辞
を
の

べ
る
と
共
に
日
緬
両
国
仏
教
徒
の
交
流

に
力
を
つ
く
し
た
。

　
ネ
パ
ー
ル
　
仏
紀
二
干
五
百
年
祭
を

記
念
し
て
仏
陀
生
誕
の
地
と
し
て
関
係

の
深
い
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
麓
ネ
パ
ー
ル
の

カ
ト
マ
ン
ズ
市
に
於
て
オ
四
回
世
界
仏

教
徒
会
議
が
開
か
れ
昨
年
十
一
月
十
日

離
日
し
十
五
日
か
ら
一
週
聞
の
倉
本
多

喜
禅
団
長
（
永
平
寺
監
院
）
以
下
四
十

名
が
出
席
熱
心
に
現
下
の
諸
問
題
に
つ

き
約
五
百
名
の
世
界
各
国
仏
教
代
表
と

懇
談
の
機
を
得
た
。
ネ
パ
ー
ル
と
云
う

常
雪
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
麓
の
秘
境
を
訪
ね

た
代
表
団
は
こ
こ
に
初
め
て
ネ
パ
ー
ル

全
般
に
つ
き
認
識
し
得
た
の
で
あ
っ

た
。
　
イ
ン
ド
　
ネ
パ
ー
ル
に
於
け
る
世
界

仏
教
徒
会
議
に
出
席
し
た
日
本
仏
教
代

表
団
は
次
い
で
空
路
イ
ン
ド
へ
入
り
、

イ
ン
ド
大
菩
提
会
と
コ
ン
タ
ク
ト
の
上

四
大
聖
蹟
を
初
め
各
聖
跡
を
訪
れ
巡
拝

の
旅
を
つ
づ
け
、
日
、
印
両
国
の
親
善

を
深
め
た
。
又
一
部
代
表
は
ユ
ネ
ス
コ

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
し
、
宗
教
の

部
門
に
於
て
仏
教
徒
の
立
場
か
ら
の
発

言
を
成
し
注
目
さ
れ
た
。

　
カ
ン
ボ
ジ
ア
　
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
プ
ノ

　
ン
．
ヘ
ン
市
に
於
て
は
本
年
五
月
中
旬

政
府
、
仏
教
会
の
主
催
で
盛
大
な
仏
紀

二
千
五
百
年
祭
が
多
面
に
亘
っ
て
開
か

れ
、
日
本
仏
教
界
代
表
と
し
て
久
保
田

正
文
氏
（
立
正
大
学
教
授
）
が
．
又
政

府
代
表
と
し
て
大
谷
平
更
氏
（
参
議
院

議
員
）
が
出
席
し
相
互
の
親
善
を
深
め

た
。
時
あ
た
か
も
岸
首
相
一
行
が
東
南

ア
ジ
ア
の
各
国
を
訪
問
中
で
あ
り
各
国

へ
の
公
式
訪
問
は
仏
教
代
表
訪
問
と
共

に
非
常
な
る
成
功
を
お
さ
め
た
。

　
タ
　
イ
　
タ
イ
政
．
府
の
招
請
に
よ
り

本
年
五
月
九
日
大
谷
光
紹
師
（
東
本
願

寺
新
門
主
）
を
初
め
四
名
の
日
本
仏
教

代
表
と
広
川
弘
禅
．
草
葉
隆
円
、
安
藤

覚
の
衆
、
参
両
院
議
員
が
政
府
代
表
と

し
て
バ
ン
コ
ッ
ク
へ
向
け
出
発
し
約
一

ケ
月
聞
滞
在
し
て
イ
ン
ド
の
仏
跡
巡
拝

旅
行
を
終
え
て
帰
国
し
た
。

　
パ
キ
ス
タ
ン
　
パ
キ
ス
タ
ン
政
府
か

ら
も
仏
紀
二
干
五
百
年
祭
へ
代
表
数
名

の
参
加
方
が
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、
当

時
ネ
パ
ー
ル
に
於
け
る
オ
四
回
世
界
仏

教
徒
会
議
へ
代
表
四
十
名
を
送
る
時
で

も
あ
り
、
時
期
的
に
も
代
表
派
遣
が
不

可
能
て
あ
る
事
が
判
明
し
た
の
で
書
面

を
も
つ
て
代
表
の
派
遣
を
中
止
す
る
旨

諒
承
方
を
求
め
た
。

　
申
華
人
民
共
和
国
　
高
階
朧
仙
会
長

を
団
長
と
す
る
，
訪
中
日
本
仏
教
親
善

使
節
団
は
本
年
九
月
中
旬
よ
り
中
国
仏

教
協
会
の
招
請
に
よ
り
約
一
が
月
有
余

中
国
全
域
に
亘
っ
て
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ

た
仏
紀
二
千
五
百
年
記
念
祝
典
に
参
列

し
、
戦
後
初
の
日
本
仏
教
親
善
使
節
団

と
し
て
大
い
に
相
互
親
密
の
実
を
挙
げ

て
帰
国
し
た
が
、
同
国
政
府
の
仏
教
政

策
に
つ
い
て
は
各
代
表
と
も
ど
も
旧
来

の
そ
れ
と
の
間
に
非
常
な
変
遷
が
あ
っ

た
こ
と
を
其
処
に
発
見
し
た
の
で
あ

る
。　
ラ
オ
ス
　
ラ
オ
ス
の
ヴ
イ
エ
ソ
チ
ヤ

ソ
市
に
於
て
本
年
十
一
月
三
日
か
ら
八

日
ま
で
同
政
府
の
主
催
で
仏
紀
二
千
五

百
年
祭
が
盛
大
に
開
か
れ
、
石
川
存
静

国
際
局
長
は
日
本
仏
教
徒
を
、
大
西
正

道
氏
（
衆
議
院
議
員
）
は
日
本
政
府
を

代
表
し
て
出
席
。
帰
路
は
旧
仏
印
三
仏

教
国
を
訪
問
し
仏
教
に
よ
る
国
際
親
善

を
一
層
深
め
て
十
一
月
十
六
口
帰
国
し

た
。

ラ
オ
ス
国
仏
紀
二
千
五
百
年
寒
参
列
記

　
　
（
一
）

　
私
は
去
る
十
一

月
一
日
に
天
台
宗

の
大
西
正
道
師
と

共
に
羽
田
空
港
を

出
発
し
、
バ
ン
コ

ッ
ク
を
経
て
三
日
に
ラ
オ
ス
国
ヴ
イ
ェ

ン
チ
ヤ
ン
に
着
き
．
五
日
か
ら
七
日
ま

で
の
三
日
間
に
亘
っ
て
挙
行
さ
れ
た
同

国
仏
骨
二
千
五
百
年
祭
に
参
列
し
た
。

　
　
　
　
（
二
）

　
ラ
オ
ス
国
憲
法
に
は
仏
教
を
国
教
と

す
る
だ
け
で
は
な
く
「
国
王
は
仏
教

徒
で
あ
り
、
仏
教
の
最
高
外
護
者
な
る

べ
し
」
と
規
定
し
て
い
る
。
今
回
の
ブ

ツ
ダ
ジ
ヤ
ヤ
ン
テ
イ
に
は
、
老
令
で
病

弱
な
国
王
に
代
わ
っ
て
、
五
十
半
ば
の

元
気
な
エ
リ
チ
エ
ー
ル
皇
太
子
が
、
事

実
上
式
典
の
司
祭
と
な
り
、
更
に
外
国

代
表
の
接
待
を
し
た
。

石
　
　
川
　
　
存
　
　
隙

　
矛
一
日
か
ら
最
後
の
矛
三
日
に
至
る

ま
で
．
僧
侶
が
導
師
と
な
っ
て
仏
前
に

出
て
行
な
う
日
本
風
の
儀
式
は
な
く
、

す
べ
て
は
皇
太
子
が
仏
前
に
五
体
投
地

の
三
礼
を
し
て
式
典
を
進
行
さ
し
た

の
で
あ
る
。
参
列
者
が
三
帰
五
戒
文
を

高
唱
す
る
時
は
、
外
務
省
の
儀
典
局
長

が
発
声
し
た
。
こ
の
時
は
僧
侶
は
同
弛

し
な
い
。
僧
侶
は
最
高
位
者
の
発
声
で

一
度
だ
け
経
交
を
調
し
た
が
、
こ
の
時

も
宝
前
に
出
て
仏
像
に
礼
を
せ
ず
に
、

仏
像
の
横
に
仏
像
と
同
じ
向
に
座
っ
て

参
詣
者
の
方
を
向
い
た
ま
エ
で
い
た
。

こ
の
点
は
月
本
仏
教
の
や
り
方
と
異
な

る
の
で
、
随
分
と
奇
異
に
残
じ
た
。

　
　
　
　
（
三
）

　
太
平
洋
戦
争
の
結
果
と
し
て
仏
蘭
西

か
ら
独
立
し
た
ラ
オ
ス
国
だ
け
に
、
今

度
の
式
典
を
通
じ
て
新
国
家
の
威
容
を

示
そ
う
と
し
て
い
る
点
が
（
次
頁
へ
）

　　　r＝．‘　暫傍一馬
炉・　　マ一　　」
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、
宗
教
法
人
が
も
っ
ぱ
ら
そ
の
本
来
の

用
に
供
す
る
境
内
建
物
及
び
境
内
地
に

は
固
定
資
産
税
が
課
せ
ら
れ
な
い
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
寺
院
の
庫
裡

が
こ
れ
に
あ
た
る
か
ど
う
か
で
、
東
京

都
は
寺
院
側
と
見
解
を
異
に
し
、
住
職

及
び
家
族
の
住
居
だ
か
ら
「
も
う
ば
ら

そ
，
の
本
来
の
用
に
供
す
る
境
内
建
物
」

に
あ
た
ら
な
い
と
し
て
、
昭
和
廿
七
年

か
ら
寺
院
の
庫
裡
に
課
税
し
た
の
で
、

東
京
仏
教
団
は
都
主
税
局

に
対
し
寺
院
庫
裡
非
課
税

運
動
を
展
開
し
猛
運
動
の

結
果
宗
教
連
盟
も
共
に
立

ち
上
っ
て
昭
和
廿
九
年
度

以
後
寺
院
庫
裡
に
対
し
課

税
し
な
い
こ
と
に
な
っ

た
。
と
こ
ろ
で
東
京
谷
中

上
行
寺
は
固
定
資
産
税
納

税
義
務
不
存
在
確
認
事
件

を
東
京
地
裁
に
提
訴
し
、

昭
和
廿
八
年
以
来
東
京
都

を
相
手
に
行
政
訴
訟
中
で

五
年
に
亘
る
裁
判
が
続
け

ら
れ
、
其
間
東
京
仏
教
団

の
非
課
税
運
動
や
．
寺
院

，
庫
裡
の
見
解
等
に
つ
い
て

栗
本
俊
道
氏
は
証
人
と
し

て
出
廷
し
た
が
、
本
年
二

月
廿
八
日
結
審
寺
院
側
の

勝
訴
と
な
り
、
そ
の
後
相

手
側
の
控
訴
期
聞
も
切
れ

て
此
の
程
こ
の
判
決
の
確

定
を
見
た
。
東
京
語
教
団

の
主
張
通
り
「
寺
院
の
庫

裡
は
固
定
資
産
税
の
課
税

対
象
に
な
ら
な
い
」

実
を
結
ん
だ
。

）（）（い）（㎝）（）（）（）（）（）（）（）（）（）～

れ
を
積
極
的
に
解
釈
し
て
い
る
。

　
東
京
都
主
税
局
に
お
い
て
は
、
．
一
般

に
寺
院
の
住
職
及
び
そ
の
家
族
が
私
生

活
を
営
む
場
所
で
あ
る
庫
裡
は
寺
院
が

も
つ
ば
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
建

物
に
は
該
当
し
な
い
か
ら
固
定
資
産
税

の
非
課
税
の
対
象
（
地
方
税
法
矛
三
四

八
条
参
照
）
か
ら
除
外
さ
れ
た
も
の
と

解
釈
し
て
課
税
し
た
と
主
張
し
た
の
で

あ
る
が
、
寺
院
側
の
見
解
は
栗
本
証
言

　
　
　
　
　
に
よ
っ
て
正
当
の
判
決
が

　
　
　
　
　
下
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
本
来

6
＞
～
（
）
（
）
（
）
（
）

　
　
　
　
　
　
　
　
と
云
う
新
判
例
が

　
　
　
　
　
　
判
決
録
の
直
交
．
寺
院

側
勝
訴
の
理
由
書
は
相
当
長
文
で
、
証

人
栗
本
俊
道
氏
の
証
言
に
よ
り
成
立
を

認
め
る
「
寺
院
庫
裡
課
税
の
問
題
に
つ

い
て
」
と
題
す
る
東
京
仏
教
団
名
義
の

報
告
書
、
東
京
都
知
事
へ
提
出
の
陣
情

書
．
各
都
税
事
務
所
へ
寺
院
よ
り
提
出

の
審
査
請
求
書
等
の
記
載
事
実
等
か

ら
．
判
決
は
現
実
の
姿
を
肯
定
し
て
こ

一へ一「￥㌧脚（亀）い）（）（㌧〃へuへ

で
あ
っ
て
、

の
具
体
的
使
用
方
法
に
変
更
が
あ
っ

て
も
、
仏
教
の
布
教
護
持
以
外
の
目

的
の
た
め
に
使
用
す
る
の
で
な
け
れ

ば
、
依
然
と
し
て
仏
教
固
有
の
も
の

と
し
て
、
そ
の
布
教
護
持
の
た
め
に

必
要
な
建
物
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で

あ
る
。
寺
院
の
庫
裡
の
多
く
は
現
在

に
お
い
て
は
住
職
及
び
そ
の
家
族
の

日
常
生
活
の
た
め
の
場
所
と
し
て
使

の
用
に
供
す
る
云
々
の
解

釈
は
次
の
様
に
判
決
文
に

記
載
さ
れ
て
い
る
。
庫
裡

で
あ
っ
て
も
貸
家
貸
聞
の

用
に
供
せ
ら
れ
る
場
合
は

課
税
対
象
と
な
る
こ
と
勿

論
で
あ
る
か
ら
各
寺
院
住

職
は
今
回
の
新
判
例
を
明

確
に
認
識
す
べ
き
で
あ
る

　
「
被
告
（
東
京
都
）
は
、
寺

　
院
の
庫
裡
は
昔
時
仏
道

　
の
勉
学
修
行
に
専
念
す

　
る
僧
侶
の
た
め
の
厨
房

　
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の

　
で
あ
る
か
ら
か
か
る
使

　
用
方
法
の
み
が
そ
の
本

　
来
の
用
途
で
あ
る
か
の

　
ご
と
く
主
張
す
る
が
、

　
寺
院
の
本
堂
と
言
い
庫

　
裡
と
言
い
山
門
と
言
う

　
の
も
，
何
れ
も
古
来
仏

　
教
の
布
教
護
持
の
た
め

　
に
必
要
な
建
物
と
し
て

　
建
築
さ
れ
て
い
る
も
の

　
歴
史
の
流
れ
と
共
に
そ

（
二
頁
よ
り
）
看
取
さ
れ
た
。

　
年
度
予
算
の
約
六
十
分
の
一
に
当

る
二
千
五
百
万
キ
ッ
プ
（
邦
貨
換
算
一

億
一
干
二
百
五
十
万
円
）
を
投
じ
ヴ
イ

エ
ソ
チ
ヤ
ン
市
内
を
は
じ
め
国
内
の
諸

寺
院
の
修
理
、
特
に
ヴ
イ
エ
ソ
チ
ヤ
ソ

市
内
の
東
密
に
あ
る
式
典
開
催
地
の
タ

ッ
ト
・
ル
ア
ン
。
ス
ッ
ー
パ
の
修
築
、

そ
の
側
に
式
典
執
行
用
の
建
物
と
二
階

建
僧
侶
用
迎
賓
館
の
新
築
、
政
府
諸
官

庁
舎
の
修
理
、
総
理
官
邸
を
兼
ね
た
外

国
使
臣
用
の
迎
賓
館
（
十
一
月
二
十
二

日
に
岸
首
相
宿
泊
）
の
修
繕
整
備
、
国

内
外
僧
侶
の
接
待
、
外
国
使
臣
の
待
遇

の行われたヴイエソチ
市タツト、ルアン、パ

懇
懇
が

用
さ
れ
て
お
り
、
右
は
公
知
の
事
実

で
あ
る
が
、
多
く
の
申
言
寺
院
に
お

い
て
は
、
住
職
が
自
ら
堂
宇
及
び
境

内
地
の
管
理
に
当
る
た
め
庫
裡
に
起

居
す
る
必
要
が
あ
り
、
又
現
代
に
お

け
る
我
が
国
の
仏
教
界
は
僧
侶
の
妻

帯
を
禁
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
住
職
等
の
日
常
生
活
の
用
に
供

さ
れ
て
い
る
庫
裡
は
、
住
職
が
特
に

こ
れ
を
他
の
目
的
の
た
め
の
用
に

供
し
な
い
限
り
，
寺
院
の
管
理
の
た

め
に
起
居
し
て
い
る
も
の
と
み
る
べ

く
、
又
住
職
の
家
族
も
、
特
に
こ
れ

を
他
の
目
的
の
た
め
の
用
に
供
し
な

い
限
り
、
住
職
の
寺
院
管
理
の
補
助

者
と
し
て
起
居
を
共
に
す
る
も
の
と

解
す
る
の
を
相
当
と
す
る
。
従
っ
て

そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
現
時
の
寺

院
の
庫
裡
が
寺
院
の
宗
教
目
的
の
た

め
に
必
要
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
で

等
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、

国
力
を
傾
け
た
感
が
あ
っ
た
。

　
然
し
な
が
ら
、
国
内
に
産
業
が
な
く

輸
送
路
は
不
完
全
で
鉄
道
が
一
メ
ー
ト

ル
も
な
く
材
料
の
入
手
に
困
難
な
ラ
オ

ス
国
と
し
て
は
実
に
よ
く
や
っ
た
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
教
に
対
す

る
深
い
信
仰
が
表
出
し
て
い
た
。

　
　
　
　
（
四
）

　
式
典
の
矛
一
日
（
十
一
月
五
日
）
に

は
皇
太
子
殿
下
と
総
理
大
臣
の
ラ
オ
ス

語
の
式
辞
が
あ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
大

西
師
は
紫
衣
に
木
蘭
色
の
七
条
、
私
は

紫
衣
に
緋
色
の
五
条
を
白
衣
の
上
に
ま

と
っ
て
僧
侶
席
に
並
ん
だ
。
黄
衣
の
比

丘
約
一
千
人
の
中
の
こ
と
と
て
こ
れ
は

可
成
り
目
立
ち
私
た
ち
が
式
場
に
入
る

と
参
列
者
は
一
斉
に
私
た
ち
の
方
を
向

い
た
。

　
ラ
オ
ス
語
の
式
辞
は
通
訳
な
し
で
、

仏
英
雄
文
の
要
旨
だ
け
が
配
布
に
な
っ

た
。
気
候
の
暑
い
午
後
、
天
井
の
高
い

風
通
し
の
い
」
広
間
の
中
に
黙
然
と
し

て
置
物
に
さ
れ
一
語
も
分
か
ら
ぬ
ラ
オ

ス
語
の
演
説
を
聞
い
て
い
る
と
睡
魔
に

　
き
な
い
。
」

　
（
本
件
判
決
録
全
円
は
判
例
時
報
一

　
二
一
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
）

庫
裡
に
対
す
る
こ
の
見
解
判
決
は
昭
和

廿
八
年
東
京
都
の
課
税
を
首
肯
し
難
い

と
し
て
東
京
仏
教
団
が
都
知
事
．
都
議

会
に
請
願
陳
情
し
た
交
書
申
の
見
解
と

一
致
す
る
も
の
で
次
の
部
分
が
明
記
し

て
あ
る
。

　
「
そ
も
く
宗
教
法
人
の
主
管
者
、

　
寺
院
の
場
合
の
住
職
は
常
に
宗
教
業

　
務
に
従
事
し
て
お
り
、
そ
の
所
謂
私

　
生
活
の
場
所
な
り
と
見
ら
れ
る
居
室

　
は
、
そ
の
法
人
運
営
の
全
般
に
亘
る

　
企
画
、
教
化
に
関
す
る
立
案
の
場
所

　
で
あ
り
、
更
に
信
者
に
対
す
る
教
化

　
育
成
の
育
め
の
対
…
機
説
法
の
場
所
で

　
あ
り
、
時
に
は
儀
式
行
事
を
行
う
た

　
め
に
は
信
者
の
た
め
に
開
放
す
る
こ

　
と
も
あ
る
の
だ
か
ら
宗
教
活
動
本
来

襲
わ
れ
て
来
る
。
総
理
大
臣
の
演
説
が

長
い
の
で
ラ
オ
ス
国
人
も
退
屈
し
、
が

部
大
臣
を
は
じ
め
多
く
の
大
官
連
が
煙

草
を
吸
い
出
し
た
。
宝
前
に
お
い
て
行

わ
れ
て
い
る
厳
粛
な
儀
式
の
真
最
中
に

式
服
に
身
を
正
し
た
人
々
が
煙
草
を
ふ

か
す
光
景
は
異
様
で
あ
る
。
戒
律
の
中

に
不
喫
煙
戒
と
い
う
の
が
な
い
た
め
に

こ
の
光
景
が
現
わ
れ
る
の
だ
と
思
う
。

　
だ
が
．
日
本
流
の
形
式
ば
つ
た
儀
礼

中
心
よ
り
も
、
如
何
に
も
南
国
に
ふ
さ

わ
し
い
ノ
ソ
ビ
リ
と
し
た
儀
式
の
進
行

ぶ
り
の
中
に
、
私
は
ラ
オ
ス
国
の
人
々

の
仏
教
信
仰
の
敬
慶
な
姿
を
見
た
の
で

あ
る
。

　
総
理
大
臣
の
演
説
要
旨
を
読
む
と
．

「
仮
令
我
が
国
が
物
臆
面
に
お
い
て
欠

け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
て
も
、
我
が

国
の
幸
福
と
永
久
性
は
仏
教
に
よ
っ
て

わ
が
国
は
永
遠
に
栄
え
る
の
で
あ
る
」

と
結
ん
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
次
号
）

　
　
×
　
　
　
X
　
　
　
×

　
　
　
　
X
　
　
　
×
　
　
　
×

　
の
用
に
供
し
て
い
る
面
が
相
当
あ
る

　
の
で
あ
っ
て
．
決
し
て
純
然
た
る
私

　
生
活
の
み
に
供
し
て
い
る
の
で
は
な

　
く
．
従
っ
て
条
文
に
言
う
「
も
つ
ぱ

　
ら
」
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
庫
裡
は

　
住
職
が
常
住
す
る
場
所
で
あ
り
．
常

　
住
す
る
と
は
本
人
が
起
居
す
る
は
勿

　
論
、
家
族
の
あ
る
場
合
は
家
族
の
同

　
居
す
る
こ
と
を
も
含
む
、
然
も
寺
院

　
住
職
の
家
族
は
単
に
居
宅
と
し
て
の

　
み
住
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
．
堂
守

　
と
し
て
境
内
地
、
境
内
建
物
の
管
理

　
維
持
の
た
め
必
要
な
仕
事
を
行
い
、

　
宗
教
活
動
補
助
者
の
性
格
を
有
す
る

従
っ
て
専
従
者
住
職
及
び
そ
の
家
族
が

日
常
生
活
の
た
め
に
使
用
す
る
部
分
が

必
要
限
度
で
あ
る
場
合
は
「
も
つ
ば
ら

そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
」
も
の
と

解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
云
々
。
請
願

書
（
東
京
仏
教
団
事
務
局
長
栗
本
俊
道
）

’
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さ
き
に
才
五
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議

東
大
寺
大
会
に
於
て
浅
草
寺
塩
入
亮
達

師
の
提
案
に
よ
り
満
場
一
致
可
決
さ
れ

た
、
“
釈
尊
成
道
会
を
期
し
て
の
助
け

合
い
運
動
”
は
そ
の
後
全
日
仏
当
局
、

東
京
仏
教
団
、
浅
草
寺
当
局
に
よ
り
夫

々
研
究
討
議
さ
れ
て
い
た
が
愈
々
来
る

十
二
月
初
旬
よ
り
本
運
動
を
全
国
的
に

展
開
す
べ
く
全
日
仏
組
織
局
が
中
心
と

な
っ
て
各
方
面
と
連
絡
を
と
り
準
備
を

進
め
て
い
る
。
即
ち
去
る
十
四
日
午
後

●
二
時
よ
り
東
京
仏
教
団
で
は
本
問
題
を

申
心
に
理
事
会
を
開
き
、
こ
の
問
題
の

本
格
的
展
開
の
方
法
等
に
付
種
々
協
議

懇
談
を
し
た
。

　
全
日
仏
で
は
こ
の
席
上
の
意
見
を
参

考
と
し
更
に
廿
日
本
部
で
開
か
れ
た
常

務
理
事
会
に
提
案
し
本
運
動
を
年
末
福

祉
協
議
会
等
が
提
唱
し
て
い
る
歳
末
助

け
合
い
運
動
と
呼
応
し
て
全
国
各
宗

門
、
各
府
県
仏
教
会
、
仏
塔
、
仏
婦
等

と
連
絡
し
て
全
国
末
端
に
ま
で
本
運
動

を
展
開
し
、
仏
教
者
に
よ
る
慈
悲
行
の

実
践
を
行
い
た
い
意
向
で
あ
る
。
そ
の

趣
旨
及
び
運
動
目
標
方
針
郎
子
ね
左
の

通
り
で
あ
る
。
各
宗
派
，
加
盟
団
体
の

協
力
が
要
望
さ
れ
る
。

　
「
歳
末
た
す
け
あ
い
運
動
」
要
綱

一
、
趣
　
　
旨

　
最
近
国
民
生
活
は
や
N
安
定
し
て
き

た
と
い
わ
れ
る
が
〃
な
お
、
一
千
万
人

山
に
の
ぼ
る
生
活
困
難
者
が
あ
り
．
又

引
揚
者
、
未
帰
還
者
留
守
家
族
等
が
、

極
め
て
不
安
定
な
状
態
に
お
か
れ
て
い

る
。
　
愈
て
歳
末
た
す
け
あ
い
運
動
引
揚
援

護
愛
の
運
動
等
と
協
力
一
致
し
て
仏
教

の
僧
侶
及
信
徒
が
運
動
の
矛
一
線
に
な

っ
て
強
力
な
全
国
運
動
と
し
、
も
っ
て

国
民
の
社
会
福
祉
に
対
す
る
関
心
を
高

め
、
そ
の
積
極
的
な
支
持
を
得
て
，
こ

れ
ら
の
人
々
の
明
る
い
越
年
を
期
せ
ん

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
運
動
目
標

　
本
運
動
は
、
次
の
事
項
に
重
点
を
お

い
て
実
施
す
る
。

　
1
、
生
活
困
難
者
、
引
揚
者
．
未
帰

還
留
守
家
族
等
恵
ま
れ
な
い
人
々
の
現

状
と
国
民
た
す
け
あ
い
運
動
の
重
要
性

を
訴
え
る
と
と
も
に
、
社
会
福
祉
の
施

策
、
制
度
、
…
機
関
及
び
そ
の
活
動
の
周

知
徹
底
を
固
る
ご
と
。

　
2
、
右
の
人
々
に
対
す
る
持
ち
寄
り

運
動
及
び
物
品
の
迅
速
適
切
な
分
配
を

行
う
こ
と
。

　
3
、
生
活
相
談
及
び
慰
問
激
励
を
行

う
こ
と
。

　
4
、
生
業
の
援
助
及
び
育
成
を
行
う

こ
と
。

　
5
、
医
療
援
護
を
実
施
す
る
こ
と
。

期
　
　
聞

　
来
る
十
二
月
一
日
よ
り
末
日
ま
で
、

実
施
方
法

　
各
宗
派
、
各
加
盟
団
体
は
傘
下
寺

院
、
会
員
に
こ
の
運
動
の
趣
旨
徹
底
を

は
か
り
、
協
力
方
を
要
請
さ
れ
た
い
。

そ
し
て
全
国
的
な
本
運
動
の
先
頭
に
仏

教
者
が
立
ち
．
菩
薩
教
を
身
を
以
て
大

衆
に
さ
と
す
た
め
に
努
力
さ
れ
た
い
。

　
東
京
仏
教
団
で
の

　
　
　
　
た
す
け
合
い
運
動

　
東
京
仏
教
団
で
は
都
下
全
寺
院
教
会

に
印
刷
物
を
配
布
し
て
、
歳
末
た
す
け

合
い
運
動
を
協
力
実
行
す
る
こ
と
を
十

一
月
十
三
日
理
事
会
で
決
議
し
た
。
仏

陀
の
智
恵
と
慈
悲
を
具
現
す
る
大
衆
運

動
と
し
て
、
四
月
花
ま
つ
り
を
陽
春
智

恵
の
交
化
運
動
と
し
、
十
二
月
成
道
会

を
歳
末
慈
悲
の
た
す
け
合
い
運
動
と
い

う
仏
教
徒
の
年
中
行
事
を
、
広
く
東
京

都
民
に
ア
ピ
ー
ル
し
ょ
う
と
す
る
も
の

で
今
后
毎
年
継
続
実
行
す
る
成
果
が
期

待
さ
れ
る
。

　訪中仏教使節団の

　　；歓迎会、報告会＝
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戦
後
初
め
て

申
華
人
民
共
和

国
を
訪
問
し
た

十
六
名
の
わ
が

日
本
仏
教
使
節

団
は
既
報
の
通

り
十
月
廿
三
日

夜
空
路
帰
着
し

た
が
、
翌
廿
四

日
午
前
十
一
時

よ
り
東
京
銀
座

三
笠
会
館
に
於

て
全
日
仏
主
催

の
帰
国
歓
迎
会

が
開
催
さ
れ
た
。
会
場
は
六
十
幽
境
の

仏
教
徒
で
う
づ
ま
り
、
柳
部
長
司
会
に

始
ま
り
、
竹
村
副
団
長
以
下
個
々
に
中

国
に
於
け
る
印
象
を
述
べ
参
会
者
の
拍

手
を
受
け
た
。
次
い
で
申
国
仏
教
協
会

よ
り
全
日
仏
へ
の
贈
呈
晶
の
披
露
が
あ

り
、
石
川
局
長
の
閉
会
の
辞
で
散
会
し

た
。
散
会
后
一
同
は
同
日
午
后
二
時
か

ら
銀
座
日
本
堂
時
計
店
二
階
に
於
け
る

帰
国
歓
迎
報
告
会
に
臨
み
、
三
谷
秘
書

長
初
め
全
代
表
の
種
々
様
々
な
報
告
に

耳
を
傾
け
た
。
全
日
仏
国
際
局
で
は
取

急
ぎ
高
階
会
長
の
名
で
お
礼
状
を
中
国

仏
教
協
会
趙
撲
初
秘
書
長
に
送
付
し

た
。
　
ま
た
、
関
西
側
か
ら
訪
申
団
に
参
加

し
た
塚
本
善
隆
師
以
下
八
代
表
の
歓
迎

報
告
会
が
京
都
府
仏
、
日
申
仏
教
研
究

会
な
ど
の
主
催
で
十
一
月
廿
入
日
午
后

二
時
よ
り
．
京
都
四
条
の
建
仁
寺
方
丈

で
盛
大
に
開
催
さ
れ
、
終
っ
て
申
国
事

情
の
ス
ラ
イ
ド
が
上
映
さ
れ
た
。
全
日

仏
か
ら
は
祝
電
が
打
た
れ
た
。

　
英
文
仏
教
辞
典
編
輯
へ

　
　
　
　
大
阪
療
養
所
の

　
　
　
　
　
　
「
収
容
者
か
ら
献
金

　
大
阪
府
貝
塚
市
に
あ
る
国
立
療
養
所

に
い
て
長
い
聞
療
養
を
つ
づ
け
て
い
た

無
名
の
一
収
容
者
が
仏
教
に
よ
っ
て
再

生
し
ほ
と
ん
ど
全
快
し
た
喜
び
を
ぜ
ひ

仏
教
の
た
め
に
尽
し
た
い
と
発
願
し
托

鉢
し
た
尊
い
浄
財
金
五
千
円
を
ぜ
ひ
英

文
仏
教
百
科
辞
典
編
輯
の
一
助
に
つ
か

っ
て
ほ
し
い
と
全
仏
へ
去
る
十
八
日
送

金
さ
れ
て
き
た
，
全
仏
や
同
編
輯
部

（
東
洋
大
学
内
）
で
も
こ
の
美
挙
に
対

し
ま
す
ノ
＼
国
家
的
な
大
事
業
を
立
派

に
完
遂
し
た
い
と
長
井
所
長
以
下
意
気

込
ん
で
い
る
。

　
な
ほ
送
金
は
完
成
ま
で
托
鉢
を
続
け

る
と
い
っ
て
い
る
。

　
仏
教
学
生
英
語

　
　
　
　
　
　
弁
論
大
会
開
催

　
矛
三
回
全
国
学
生
仏
教
英
語
弁
論
大

会
は
十
一
月
十
七
日
午
后
一
時
か
ら

立
正
大
学
に
於
て
国
際
仏
教
研
究
所

（
1
．
B
．
1
）
の
主
催
，
全
日
仏
、

文
一
等
の
后
援
に
よ
り
盛
大
に
催
さ

れ
、
各
仏
教
大
学
か
ら
二
十
数
名
が
参

加
し
活
溌
な
る
ス
ピ
ー
チ
を
行
っ
た
。

終
了
后
審
査
に
移
り
駒
沢
大
学
学
生
の

渋
谷
町
君
が
一
位
と
な
り
。
全
日
仏
会

長
の
ト
ロ
フ
ィ
ー
と
賞
状
が
贈
ら
れ
満

場
の
拍
手
を
浴
び
た
。
な
ほ
全
日
仏
国

際
局
長
名
を
以
っ
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
寄

せ
ら
れ
、
中
山
理
々
常
務
理
事
が
代
読

し
た
。
　
高
階
会
長
が

　
　
　
中
国
向
け
国
際
放
送

　
去
る
九
月
戦
士
初
の
日
本
仏
教
使
節

団
々
長
と
し
て
中
国
を
訪
問
し
た
高
階

朧
仙
全
日
仏
会
長
は
十
二
月
廿
日
N
H

K
落
第
向
け
国
際
放
送
を
通
じ
て
約
九

分
間
「
三
后
の
日
申
仏
教
交
流
に
つ
い

て
」
と
題
し
て
放
送
す
る
。

恵
ま
れ
ぬ
　
ブ
ツ
デ
イ
ス
ト

子
ら
の
為
　
　
　
パ
ー
テ
ィ
開
く

　
全
日
仏
婦
関
東
地
区
（
理
事
長
米
山

久
氏
）
と
全
日
仏
青
連
合
（
理
事
長
猪

俣
興
一
氏
）
で
は
共
催
で
十
一
月
十
日
．

十
時
よ
り
東
京
浜
離
宮
運
動
場
に
て
恵

ま
れ
ぬ
孤
児
ら
に
少
し
で
も
暖
い
手
を

さ
し
の
べ
よ
う
と
云
う
趣
旨
で
ブ
ツ
デ

イ
ス
ト
（
仏
教
徒
の
）
ガ
ー
デ
ン
パ
ー

テ
ィ
を
開
催
し
た
。
快
晴
に
恵
れ
た
運

動
場
で
は
各
種
運
動
競
技
を
は
じ
め
日

本
舞
踊
、
各
流
御
詠
歌
、
茶
道
会
な
ど

が
盛
大
に
行
わ
れ
終
っ
て
仏
教
聖
歌
の

合
唱
で
閉
会
し
た
。
本
会
か
ら
も
来
賓

と
し
て
長
井
副
会
長
ら
が
出
席
し
．
イ

ン
ド
大
使
館
代
表
も
熱
心
に
観
覧
し
盛

ん
に
拍
手
を
送
っ
て
い
た
。
な
ほ
駐
日

の
純
益
金
は
都
内
各
孤
児
院
へ
両
団
体

か
ら
送
ら
れ
た
。

　
”
新
興
諸
宗
教
を
つ
く
”

　
　
　
駒
大
教
研
の
最
近
の
ヒ
ッ
ト

　
曹
洞
宗
教
化
研
修
所
で
は
時
代
の
要

請
に
目
覚
め
且
宗
門
内
外
の
期
待
に
こ

う
べ
く
若
い
研
修
員
が
真
剣
な
努
力
を

続
け
て
い
る
が
、
最
近
そ
の
成
果
の
一

部
を
ま
と
め
て
之
を
発
表
し
た
。

そ
れ
は
「
新
興
宗
教
の
研
究
」
シ
リ
ー

ズ
で
あ
る
。
内
容
は
矛
一
部
宗
教
に
対

す
る
現
代
人
の
傾
向
、
新
興
宗
教
の
水

源
を
訪
ね
て
。
矛
二
部
立
正
誤
成
会
の

流
れ
と
そ
の
教
え
霊
友
会
の
教
議
を
い
’

か
に
再
編
成
し
た
か
。
P
L
…
教
団
の

”
芸
術
生
活
”
と
は
何
か
．
か
つ
て
の
‘

「
ひ
と
の
み
ち
」
は
ど
う
変
睨
し
た
か

矛
三
部
創
価
学
会
の
全
課
。
折
伏
工
作

の
爪
跡
、
日
蓮
正
宗
の
法
華
経
観
、
折

伏
教
典
に
つ
い
て
、
矛
四
部
仏
教
々
団

に
対
す
る
声
の
集
録
、
新
興
宗
教
と
寺

檀
関
係
の
変
化
と
い
う
も
の
で
今
か
ら

そ
の
発
刊
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

置’鳥、


